
少
子
高
齢
化
と
資
産
形
成

⑴
　
少
子
高
齢
化
の
進
行

　

日
本
の
少
子
高
齢
化
は
着
実
に
進

ん
で
い
ま
す
。
二
〇
二
一
年
時
点
の

平
均
寿
命
は
男
性
八
一
・
四
七
歳
、

女
性
八
七
・
五
七
歳
で
し
た
が
、
過

去
一
〇
年
間
で
そ
れ
ぞ
れ
二
・
〇
三

年
と
一
・
六
七
年
の
延
伸
を
記
録
し

ま
し
た
。
長
寿
化
が
進
む
一
方
で
、

二
〇
二
二
年
の
合
計
特
殊
出
生
率
は

一
・
二
六
と
前
年
の
一
・
三
〇
よ
り

低
下
し
、
過
去
最
低
だ
っ
た
二
〇
〇

１

株式会社野村資本市場研究所 研究部長
　野村 亜紀子

1991 年 4 月、野村総合研究所入社。
ＮＲＩアメリカ・ワシントン支店、野
村総合研究所資本市場研究部などを経
て、2004 年 4 月の野村資本市場研究
所発足に伴い転籍。2021 年より野村
資産形成研究センター センター長を
兼務。年金制度、資産運用業界、証券
市場制度等の調査研究を手がける。

超
高
齢
社
会

超
高
齢
社
会
に
お
け
る

資
産
形
成
・
資
産
運
用

特 集特 集

①
資
産
形
成
を
取
り
巻
く
環
境
と
資
産
寿
命

超
高
齢
社
会
と
な
っ
た
わ
が
国
で
は
、
長
寿
化
に
よ
る
老
後
に
備
え
て
、
な
る
べ
く
早
く
長
期
的
な
ラ
イ

フ
プ
ラ
ン
を
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
検
討
に
欠
か
せ
な
い
資
産
形
成
を
後
押
し
す
る
制
度
拡

充
や
、
老
齢
期
の
資
産
管
理
に
お
け
る
金
融
機
関
の
役
割
な
ど
を
押
さ
え
よ
う
。

五
年
に
並
び
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

六
五
歳
以
上
人
口
の
占
め
る
割
合
は

年
々
上
昇
し
、
二
〇
二
一
年
は
二

八
・
九
％
に
達
し
ま
し
た
。「
日
本

の
将
来
推
計
人
口
（
令
和
五
年
推

計
）」
に
よ
れ
ば
、
二
〇
三
〇
年
に

は
三
〇
・
八
％
、
二
〇
四
〇
年
に
は

三
四
・
八
％
に
な
る
見
込
み
で
す
。

⑵
　
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド

　

社
会
保
障
制
度
は
、
現
役
世
代
が

高
齢
世
代
を
支
え
る
基
本
構
造
の
た

め
、
少
子
高
齢
化
に
よ
る
人
口
構
成

の
変
化
の
影
響
を
受
け
ま
す
。
公
的

年
金
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
対
応
す

る
べ
く
二
〇
〇
四
年
に
抜
本
的
な
制

度
改
革
が
実
施
さ
れ
、
現
役
世
代
が

負
担
す
る
保
険
料
の
引
き
上
げ
等
に

加
え
て
、「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
」

と
よ
ば
れ
る
給
付
抑
制
措
置
が
導
入

さ
れ
ま
し
た
。

　

公
的
年
金
給
付
は
、
名
目
手
取
り

賃
金
変
動
率
、
あ
る
い
は
物
価
変
動

率
に
応
じ
て
毎
年
見
直
さ
れ
ま
す
。

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
と
は
、
こ
の

見
直
し
の
際
の
改
定
率
を
調
整
す
る

こ
と
に
よ
り
、
公
的
年
金
給
付
額
の

実
質
的
な
価
値
を
少
し
ず
つ
目
減
り

さ
せ
て
い
く
仕
組
み
で
す
。
例
え
ば
、

令
和
五
年
度
の
公
的
年
金
給
付
の
改

定
率
は
、
図
表
１
の
と
お
り
、
物
価

上
昇
率
が
二
・
五
％
だ
っ
た
の
に
対

し
、
一
・
九
％
に
と
ど
め
ら
れ
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
給
付
抑
制
を
、
数

十
年
間
に
わ
た
り
行
い
ま
す
。

⑶
　
資
産
形
成
・
資
産
運
用
の
需

要

　

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
に
よ
り
、

公
的
年
金
制
度
の
持
続
可
能
性
は
高

ま
り
ま
す
。
他
方
、
個
人
・
世
帯
か

ら
み
る
と
、
同
じ
生
活
水
準
を
維
持

し
た
い
な
ら
、
公
的
年
金
の
実
質
的

な
目
減
り
分
を
自
分
で
補
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
の
手
段
が
資
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厚
生
制
度
と
し
て
提
供
す
る
企
業
型

Ｄ
Ｃ
と
、
個
人
が
金
融
機
関
等
で
加

入
す
る
個
人
型
Ｄ
Ｃ
（
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ

ｏ
）
の
二
種
類
が
あ
り
ま
す
。
Ｄ
Ｃ

で
は
加
入
者
ご
と
に
個
人
勘
定
が
設

定
さ
れ
、
拠
出
の
所
得
控
除
と
運
用

時
の
非
課
税
と
い
う
税
制
優
遇
が
付

与
さ
れ
ま
す
。
六
〇
歳
ま
で
原
則
と

し
て
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。

　

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の

現
役
世
代
が
加
入
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
（
注
１
）。
二
〇
二
二
年
に
加
入

年
齢
の
上
限
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
公

的
年
金
被
保
険
者
で
あ
れ
ば
六
五
歳

ま
で
加
入
可
能
に
な
り
ま
し
た
。
被

保
険
者
の
種
類
等
に
基
づ
き
ｉ
Ｄ
ｅ

Ｃ
ｏ
へ
の
拠
出
限
度
額
（
図
表
２
）

産
形
成
・
資
産
運
用
で
す
。
平
均
寿

命
が
延
び
る
な
か
で
、「
健
康
に
生

活
で
き
る
期
間
」、
す
な
わ
ち
「
健

康
寿
命
」
を
延
ば
す
こ
と
が
意
識
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
同
時
に

「
資
金
面
で
十
分
な
生
活
が
で
き
る

期
間
」、
す
な
わ
ち
「
資
産

寿
命
」
の
延
伸
も
重
要
に
な

っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

資
産
形
成
を
支
援

す
る
制
度
の
拡
充

　

前
記
の
よ
う
な
環
境
変
化

が
進
む
な
か
で
、
個
人
の
資

産
形
成
や
資
産
運
用
を
支
援

す
る
制
度
の
拡
充
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
本
稿
で
は
、
確

定
拠
出
年
金
（
Ｄ
Ｃ
）
と
少

額
投
資
非
課
税
制
度
（
Ｎ
Ｉ

Ｓ
Ａ
）
を
紹
介
し
ま
す
。

⑴
　
Ｄ
Ｃ

　

Ｄ
Ｃ
は
、
私
的
年
金
の
一

種
で
、
二
〇
〇
一
年
に
伝
統

的
な
確
定
給
付
型
企
業
年
金

に
加
え
て
導
入
さ
れ
ま
し

た
。
企
業
が
従
業
員
に
福
利

２

（出所）厚生労働省「令和５年度の年金額改定についてお知らせします」（2023 年１月 20 日）
より野村資本市場研究所作成

※既裁定者とは 68 歳以上の受給者で、物
価変動率を用いて年金額を改定する。こ
れに対し新規裁定者（67 歳以下）は名目
手取り賃金変動率で改定する。賃金変動
率は 2.8％だったため、新規裁定者の年
金改定は 2.2％増だった

【図表１】令和５年度の公的年金給付改定率（既裁定者）

年金額の例（令和５年度の新規裁定者）

厚生年金（夫婦２人の基礎
年金を含む標準的な金額）

国民年金（満額、1人分）
2022 年度 2023 年度
64,816 円 66,250 円

219,593 円 224,482 円

2.5％

－0.3％

マクロ経済
スライド公的年金改定

－0.3％

前年度までの
未調整分

1.9％

名目手取り
賃金変動率
2023 年度
改定率

【図表２】DC 制度の税制と拠出限度額
企業型ＤＣ ｉＤｅＣｏ

拠出

・ 事業主拠出の
掛金：損金算
入

・ 加入者拠出の
掛金：所得控
除（小規模企
業共済等掛金
控除）

〈限度額〉
・ 企業型ＤＣの

み：55,000 円
・ 確定給付型を

実施している
場 合：27,500
円

・ 加入者拠出の掛金：所得控除（小規模企業共済等掛金控除）
・ ｉＤｅＣｏ＋を利用した事業主掛金：損金算入

〈限度額〉

運用 積立金：特別法人税課税（現在、凍結中）

給付 ・年金として受給：公的年金等控除
・一時金として受給：退職所得控除

※�金額は月額。拠出限度額は 2020 年改正に基づく変更の過程にあり、本図表は 2022 年 10 月～ 2024 年 11 月の内容
（出所）厚生労働省ＨＰ「確定拠出年金制度の概要」より野村資本市場研究所作成

第
２
号
被
保
険
者

（
会
社
員
・
公
務
員
等
）

・第１号被保険者（自営業者等）
・任意加入被保険者

68,000円
（国民年金基金掛金また
は国民年金付加保険料を
納付している場合は、そ
れらを控除した額）

20,000円
（事業主掛金額との合計
額が55,000円の範囲内）

12,000円
（事業主掛金額との合計
額が27,500円の範囲内）

12,000円

23,000円

23,000円

企業年金なし
（公務員を除く）

企業型ＤＣのみ

公務員

・確定給付型年金のみ
・確定給付型年金と企業
型ＤＣの両方に加入

第３号被保険者（専業主婦（夫））
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ｉ
Ｄｅ
Ｃｏ・Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ 

の
概
要

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
概
要

　

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
は
、
毎
月
掛
金
を
拠

出
し
、
自
ら
選
ん
だ
商
品
で
運
用

し
、
運
用
の
成
果
を
原
則
六
〇
歳
以

降
に
一
時
金
ま
た
は
年
金
の
形
で
受

け
取
る
制
度
で
す
。

　

国
の
公
的
年
金
に
は
国
民
年
金
と

厚
生
年
金
の
二
つ
が
あ
り
ま
す
が
、

１１

株式会社Money ＆ You
取締役　高山 一惠

ファイナンシャルプランナー (CFP®)。
1 級 FP 技能士。慶應義塾大学卒業。
2005 年に女性向け FP オフィス、株
式会社エフピーウーマンを設立。10
年間取締役を務め、現職へ。全国で講
演活動、多くのメディアで執筆活動、
相談業務を行ない、女性の人生に不可
欠なお金の知識を伝えている。明るく
親しみやすい性格を活かした解説や講
演には定評がある。

超
高
齢
社
会

超
高
齢
社
会
に
お
け
る

資
産
形
成
・
資
産
運
用

特 集特 集

②
税
制
優
遇
制
度
の
概
要
と�

�

年
代
別
活
用
の
考
え
方

世
代
を
超
え
て
「
老
後
の
お
金
」
に
関
す
る
悩
み
は
多
い
も
の
。
税
制
優
遇
の
恩
恵
を
受
け
な
が
ら
安
定

的
に
お
金
を
増
や
せ
る
可
能
性
が
高
い
制
度
と
し
て
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
と
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
制
度
の
概
要
に
加
え
て
、
年
代
別
の
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
・
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
活
用
法
を
紹
介
す
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
老
後
の
お
金
は
足
り

な
い
ケ
ー
ス
が
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
を
活
用
す
れ
ば
、

自
分
で
公
的
年
金
の
上
乗
せ
分
を
効

率
よ
く
つ
く
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
は
、
掛
金
の
「
拠
出

時
」「
運
用
時
」「
給
付
時
」
の
三
つ

の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
税
制
優
遇
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

⑴　

掛
金
の
拠
出
時

　

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
で
は
、
毎
月
の
掛
金

が
全
額
所
得
控
除
に
算
入
で
き
る
た

め
、
所
得
税
や
住
民
税
を
軽
減
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑵　

掛
金
の
運
用
時

　

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
で
は
、
積
立
期
間
中

に
運
用
で
得
ら
れ
た
利
益
に
税
金

（
二
〇
・
三
一
五
％
）
が
か
か
り
ま

せ
ん
。

⑶　

掛
金
の
給
付
時

　

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
で
築
い
た
資
産
を
一

時
金
で
受
け
取
る
と
「
退
職
所
得
控

除
」、
年
金
で
受
け
取
る
と
「
公
的

年
金
等
控
除
」
の
対
象
と
な
り
、
税

負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
概
要

　

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
、
投
資
で
得
ら
れ
た

利
益
に
か
か
る
税
金
を
非
課
税
に
で

き
る
制
度
で
す
。
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の

「
掛
金
の
運
用
時
」
と
同
様
の
効
果

が
得
ら
れ
ま
す
。

　

二
〇
二
三
年
時
点
で
、
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ

に
は
、
一
般
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
・
つ
み
た
て

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
・
ジ
ュ
ニ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の

三
つ
の
制
度
が
あ
り
、
毎
年
非
課
税

に
で
き
る
金
額
や
投
資
で
き
る
商

品
、
利
用
で
き
る
人
な
ど
に
違
い
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
一
八
歳
以

２
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上
の
方
が
利
用
で
き
る
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は

「
一
般
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
」
と
「
つ
み
た
て

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
」
の
二
つ
で
す
。

　

た
だ
し
、
現
行
の
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
で
の

新
規
の
投
資
は
、
二
〇
二
三
年
末
を

も
っ
て
終
了
し
ま
す
。
二
〇
二
四
年

か
ら
は
、
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
制
度
が
大
幅

に
改
正
さ
れ
ま
す
。

　

新
し
い
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
（
以
下
、「
新

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
」
と
い
う
）
は
、
現
行
の

一
般
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
と
つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ

Ａ
を
合
わ
せ
た
よ
う
な
制
度
に
な
っ

て
い
ま
す
（
図
表
１
）。

　

新
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
、
制
度
が
恒
久
化

さ
れ
、
無
期
限
で
非
課
税
の
投
資
が

続
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ

の
う
え
、
年
間
で
投
資
で
き
る
金
額

や
生
涯
に
投
資
で
き
る
金
額
も
大
幅

に
増
加
し
ま
す
。

　

ま
た
、
現
行
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
で
は
、
一

般
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
と
つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ

の
併
用
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
新
Ｎ
Ｉ

Ｓ
Ａ
で
は
、
一
般
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
同
様
の

「
成
長
投
資
枠
」
と
、
つ
み
た
て
Ｎ

Ｉ
Ｓ
Ａ
同
様
の
「
つ
み
た
て
投
資

枠
」
が
併
用
で
き
ま
す
。
そ
の
う

え
、
非
課
税
で
投
資
し
た
商
品
を
売

却
す
る
と
翌
年
に
そ
の
売
却
枠
が
復

【図表１】現行ＮＩＳＡと新ＮＩＳＡの新旧比較

【図表２】ｉＤｅＣｏと新ＮＩＳＡの比較表
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投
資
信
託
の
販
売
に
お
け

る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

　

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
は
、「
法
令

等
遵
守
」
と
訳
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た

め
、
法
令
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
遵
守

す
る
だ
け
で
な
く
、
Ｊ
Ａ
系
統
内
の

内
部
規
則
に
加
え
、
倫
理
憲
章
・
行

動
規
範
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
さ
ら
に
、
社
会
イ
ン
フ
ラ
機

能
を
担
う
金
融
業
務
に
携
わ
る
者
と

し
て
、「
信
用
」
と
い
う
財
産
を
構

築
し
継
続
し
て
い
く
た
め
に
、
社
会

的
規
範
の
遵
守
も
不
可
欠
で
す
。
つ

１

エフピースマイル
代表　中山 弘恵

ファイナンシャルプランナー（CFP®）、
１級 FP 技能士。22 年間にわたり生活
者に 100% 寄り添ってきた相談力を活
かし、生活に関わるお金や制度をテー
マにした講師業務、執筆業務、相談業
務に従事。金融機関向けには、顧客本
位の相談業務を身につけるための実務
研修や通信講座の執筆を行っている。

超
高
齢
社
会

超
高
齢
社
会
に
お
け
る

資
産
形
成
・
資
産
運
用

特 集特 集

③
高
齢
者
と
の
取
引
に
お
け
る
留
意
点

高
齢
者
へ
の
資
産
形
成
・
資
産
運
用
の
提
案
に
お
い
て
は
、
日
本
証
券
業
協
会
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど
各

種
ル
ー
ル
に
則
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
で
は
、
高
齢
者
に
寄
り
添
っ
た
提
案
活
動
に
つ
い

て
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
観
点
か
ら
解
説
す
る
。

ま
り
、
投
資
信
託
の
勧
誘
・
販
売
に

お
い
て
、
法
令
や
諸
規
則
、
一
般
的

な
社
会
通
念
や
高
い
倫
理
観
に
照
ら

し
た
適
切
な
行
動
が
求
め
ら
れ
て
い

る
の
で
す
。

　

高
齢
者
と
の
取
引
で
重
要
と
な
る

主
な
行
為
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ

う
。

⑴
　
適
合
性
の
原
則

　

適
合
性
の
原
則
と
は
、
金
融
商
品

取
引
業
者
が
金
融
商
品
取
引
の
勧
誘

を
行
う
と
き
は
、
顧
客
の
知
識
、
経

験
、
財
産
の
状
況
、
投
資
の
目
的
な

ど
か
ら
判
断
し
て
、
適
切
と
認
め
ら

れ
る
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
提
案
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
す

（
次
頁
図
表
１
）。
顧
客
保
護
を
目
的

と
し
た
金
融
商
品
取
引
法
（
以
下
、

「
金
商
法
」
と
い
う
）
の
行
為
規
制

の
一
つ
で
（
金
商
法
四
〇
条
）、

Ｊ
Ａ
の
「
投
資
勧
誘
、
顧
客
管
理
等

に
関
す
る
系
統
内
規
則
」
に
も
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
投
資
性
の
あ
る
金
融
商
品

を
販
売
し
て
は
な
ら
な
い
例
と
し

て
、
次
の
よ
う
な
場
合
が
考
え
ら
れ

ま
す
。

・
顧
客
に
は
損
失
に
耐
え
ら
れ
る
だ

け
の
資
産
が
あ
る
が
、
時
間
を

か
け
て
商
品
の
特
性
を
説
明
し

て
も
、
リ
ス
ク
を
理
解
し
て
も

ら
え
な
い
。

・
担
当
者
が
勧
誘
・
説
明
し
た
金
融

商
品
を
顧
客
は
購
入
し
た
い
と

考
え
て
い
る
が
、
知
識
や
経
験
、

投
資
目
的
に
照
ら
し
合
わ
せ
た

と
こ
ろ
、
リ
ス
ク
が
大
き
く
な

り
す
ぎ
る
。

⑵
　
重
要
事
項
の
説
明
義
務

　

重
要
事
項
の
説
明
義
務
と
は
、
金

融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律

（
以
下
、「
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
」

と
い
う
）
に
定
め
ら
れ
て
い
る
金
融
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商
品
販
売
業
者
が
守
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
行
為
の
一
つ
で
す
（
金
融
サ

ー
ビ
ス
提
供
法
四
条
）。
金
融
商
品

販
売
業
者
が
金
融
商
品
を
販
売
す
る

と
き
は
、
契
約
内
容
の
う
ち
、
特
に

重
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
予
め
顧
客

に
説
明
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
（
図
表
２
）。

　

金
商
法
三
七
条
で
は
、
Ｊ
Ａ
が
投

資
信
託
の
提
案
を
す
る
と
き
は
、
契

約
内
容
な
ど
を
記
載
し
た
書
面
（
契

約
締
結
前
交
付
書
面
）
を
予
め
顧
客

に
交
付
し
、
顧
客
の
属
性
に
応
じ
て

説
明
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
書
面
に
は
、
金
融
サ
ー
ビ

ス
提
供
法
上
の
重
要
事
項
の
ほ
と
ん

ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
契
約

締
結
前
交
付
書
面
の
説
明
を
行
う
こ

と
で
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
上
の

重
要
事
項
説
明
を
行
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
Ｊ
Ａ
で
は
、
最
新
の

投
資
信
託
説
明
書
（
交
付
目
論
見

書
）
と
と
も
に
、
必
ず
契
約
締
結
前

交
付
書
面
で
説
明
を
行
う
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

　

投
資
信
託
を
販
売
す
る
と
き
は
、

説
明
義
務
の
あ
る
事
項
に
つ
い
て
、

顧
客
一
人
ひ
と
り
の
理
解
度
を
考
慮

し
た
わ
か
り
や
す
い
説
明
を
心
が
け

る
こ
と
が
重
要
で
す
。

⑶
　
断
定
的
判
断
の
提
供
等
の
禁

止

　
「
断
定
的
判
断
の
提
供
」
と
は
、

不
確
実
な
事
項
に
つ
い
て
確
実
で
あ

る
と
告
げ
る
こ
と
や
、
確
実
で
あ
る

と
誤
認
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と

を
告
げ
る
行
為
の
こ
と
で
す
。
こ
れ

ら
を
行
う
こ
と
は
金
商
法
三
八
条
と

金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
五
条
で
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、「
将
来
は
必
ず
円
安

（
円
高
）
に
な
り
ま
す
」「
こ
の
フ
ァ

ン
ド
は
絶
対
に
値
上
が
り
（
値
下
が

り
）
し
ま
す
」「
こ
の
フ
ァ
ン
ド
は

利
回
り
三
％
が
確
実
で
す
」
な
ど
と

案
内
す
る
よ
う
な
行
為
は
、「
断
定

的
判
断
の
提
供
」
の
典
型
的
な
例
で

す
。「
絶
対
に
」「
確
実
に
」「
間
違

い
な
く
」
と
い
っ
た
言
葉
を
使
わ
な

く
て
も
、
不
確
実
な
事
項
に
つ
い
て

確
実
で
あ
る
と
誤
解
さ
せ
る
よ
う
な

表
現
も
「
断
定
的
判
断
の
提
供
」
と

み
な
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
顧
客
が

投
資
信
託
の
購
入
時
期
を
迷
っ
て
い

る
と
き
に
「
い
ま
は
購
入
時
期
と
し

【図表１】適合性の原則における顧客の４つの要素

顧客の要素 把握するべきこと

知識 ・金融商品の特性についての理解の程度 
・マーケットに関する知識の程度 

経験
（投資経験） 

・投資性のある金融商品の有無 
・ 投資経験がある場合、これまでに投資した

ことのある金融商品（債券、投資信託、株
式、外貨預金など）

財産の状況 ・ 金融資産の金額とその内訳（預貯金等の元
本確保型商品とリスク性商品の内訳） 

・ 年収や年間の収支から考えられる余裕資金
の程度 

・ 年齢と年収から勘案した将来の余裕資金の
程度 

投資目的 ・ 投資の方針や具体的な投資の目的、ニーズ
　例： 安全性の高い商品ばかりなので（金融

資産はすべて普通預金と定期預金）、
安全性と収益性のバランスをとりたい

【図表２】金融サービス提供法で説明が義務づけら
れている主な重要事項

権利行使期限や解
除できる期間の制
限に関すること

リスクに関すること

・ クーリング・オ
フや投資信託の
クローズド期間

・ 元本欠損（元本割れ）が生
じるおそれがあること

・ 元本欠損が生じる要因（価
格や金利等の変動リスク、
株式や債券発行体等の信用
リスク等）

・取引のしくみの重要な部分
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